
（新旧対照表）用地調査等業務費積算基準 
（下線部分が今回改正箇所） 

新 旧 
用地調査等業務費積算基準 

 

 

第１及び第２（略） 

 

 

第３ 業務費の内容及び積算 

１ 直接原価 

（１）（略） 

（２）イ（略） 

ロ 旅費交通費 

（略） 

ロ－１（略） 

ロ－２ 旅費交通費の率を用いた積算（宿泊、滞在を伴う業

務の場合） 

１）（略） 

２）（略） 

３）往復旅行時間にかかる直接人件費 

往復旅行時間にかかる直接人件費が必要な場合は、上記

１）、２）には含まれていないため、別途計上すること。  

                

なお、往復旅行時間にかかる直接人件費を計上する場合

は、その旨特記仕様書等に明示するものとする。 

（略） 

ハ（略） 

 

 

 

 

 

 

用地調査等業務費積算基準 

 

 

第１及び第２（略） 

 

 

第３ 業務費の内容及び積算 

１ 直接原価 

（１）（略） 

（２）イ（略） 

ロ 旅費交通費 

（略） 

ロ－１（略） 

ロ－２ 旅費交通費の率を用いた積算（宿泊、滞在を伴う業務

の場合） 

１）（略） 

２）（略） 

３）往復旅行時間にかかる直接人件費 

往復旅行時間にかかる直接人件費が必要な場合は、上記

１）、２）には含まれていないため、別途計上すること。そ

の場合は、１－３－３に基づく。 

なお、往復旅行時間にかかる直接人件費を計上する場合

は、その旨特記仕様書等に明示するものとする。 

（略） 

ハ（略） 

 

 

 

 

 

 



２ その他原価 

その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）

からなる。 

なお、間接原価は、当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利

厚生費、水道光熱費、熱中症対策費用（当該業務に従事する技術者に

対する費用）等の経費とする。 

また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用につ

いては、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。

積み上げ計上を行う場合は、熱中症対策費用（当該業務に従事する技

術者に対する費用）と重複がないことを確認するものとする。 

 

３～８（略） 

 

 

 

第４及び第５（略） 

 

 

 

第６ 建物等の調査 

１～３（略） 

 

４ 建物の調査 

（略） 

（１）木造建物の調査及び算定 

（略） 

表６－４（略） 

表６－５  

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

注１ （略） 

２ その他原価 

その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く）か

らなる。 

なお、間接原価は、当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚

生費、水道光熱費                        

     等の経費とする。 

                               

                                

                                

                             

 

３～８（略） 

 

 

 

第４及び第５（略） 

 

 

 

第６ 建物等の調査 

１～３（略） 

 

４ 建物の調査 

（略） 

（１）木造建物の調査及び算定 

（略） 

表６－４（略） 

表６－５  

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

注１ （略） 

（略） （略） 



注２ 本表は、用地調査等業務共通仕様書 別記１１石綿調査算定要領

（以下「石綿要領」という。）第３条に規定する石綿調査（調査表及

び図面の作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛であ

る。ただし、石綿要領第６条に規定する分析調査を専門機関へ依頼

するために必要な直接人件費の積算は、表６－１４によって行うも

のとし、石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定

するに当たり、専門業者から見積徴収するのに必要な直接人件費の

積算は、表６－１５によって行うものとする。          

                               

         

                              

          

                              

                 

表６－６（略） 

 

（２）木造特殊建物の調査及び算定 

（略） 

表６－７    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注１ （略） 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、石綿要領第６条に規定する分析調査を専門機関へ依頼するため

に必要な直接人件費の積算は、表６－１４によって行うものとし、

石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定するに当

たり、専門業者から見積徴収するのに必要な直接人件費の積算は、

表６－１５によって行うものとする。              

                               

      

注２ 本表は、用地調査等業務共通仕様書 別記１１石綿調査算定要領

（以下「石綿要領」という。）第３条に規定する石綿調査（調査表及

び図面の作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛であ

る。ただし、                          

                               

                               

                               

                     以下については本歩

掛に含まれないことから、必要に応じて、別途見積等を徴取して対応

するものとする。 

・石綿要領第６条に規定する分析調査費用に関する専門機関から

の見積に要する費用 

・石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する

際の専門業者からの見積に要する費用 

表６－６（略） 

 

（２）木造特殊建物の調査及び算定 

（略） 

表６－７    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注１ （略） 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の 

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、                             

                               

                               

                               

                 以下については本歩掛に含ま

れないことから、必要に応じて、別途見積等を徴取して対応するも 

のとする。 

（略） （略） 



                              

          

                              

                 

表６－８（略） 

（３）非木造建物の調査及び算定 

（略） 

表６－９（略） 

表６－１０（略） 

構造計算を行わない場合                表６－１１ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

 

構造計算を行う場合 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ （略） 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、石綿要領第６条に規定する分析調査を専門機関へ依頼するため

に必要な直接人件費の積算は、表６－１４によって行うものとし、

石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定するに当

たり、専門業者から見積徴収するのに必要な直接人件費の積算は、

表６－１５によって行うものとする。              

                               

      

・石綿要領第６条に規定する分析調査費用に関する専門機関から

の見積に要する費用 

・石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する

際の専門業者からの見積に要する費用 

表６－８（略） 

（３）非木造建物の調査及び算定 

（略） 

表６－９（略） 

表６－１０（略） 

構造計算を行わない場合                表６－１１ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

 

構造計算を行う場合 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ （略） 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の 

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、                             

                               

                               

                               

                 以下については本歩掛に含ま

れないことから、必要に応じて、別途見積等を徴取して対応するも 

のとする。 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 



                              

          

                              

                 

表６－１２（略） 

 

（４）建物の見積 

（略） 

表６－１３（略） 

（５）石綿分析調査の依頼 

石綿分析調査の依頼とは、石綿要領第６条に規定する分析調査を

専門機関へ依頼するために必要な費用とし、これに要する直接人件

費の積算は、表６－１４によって行うものとする。 

表６－１４ 

区分 単位 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

石綿分

析調査

の依頼 

回 
主任技師 

技師Ａ 

0.16 

0.16 

－ 

0.30 

0.10 

－ 

0.26 人 

0.46 人 

 

注１ 本表は、専門機関が行う分析調査に要する費用は含んでいないた

め、必要な費用を別途計上するものとする。 

注２ １回とは、建物の場合は１棟当たりとし、表６－１に定める他の区

分の依頼を実施する場合は、各区分の単位当たりとする。 

 

（６）石綿除去処分の見積 

石綿除去処分の見積とは、専門業者でなければ算定が困難と認め

られる石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用について

の見積の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、

表６－１５によって行うものとする。 

表６－１５ 

区分 単位 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

石綿除

去処分

の見積 

回 
主任技師 

技師Ａ 

－ 

－ 

－ 

0.24 

0.16 

0.27 

0.16 人 

0.51 人 

 

・石綿要領第６条に規定する分析調査費用に関する専門機関から

の見積に要する費用 

・石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する

際の専門業者からの見積に要する費用 

表６－１２（略） 

 

（４）建物の見積 

（略） 

表６－１３（略） 

             

                              

                               

                        

     _ 

         
      

     
          

    

    

    

  
     

    

   

   

  

   

   

  

    

    

 

                                 

                     

                                  

                           

 

            

                              

                               

                               

                  

     _ 

         
      

     
          

    

    

    

  
     

    

  

  

－ 

   

   

   

    

    

 



注１ 本表は、原則として２社の見積の徴収に要する費用を含んだ歩掛

である。 

注２ １回とは、建物の場合は１棟当たりとし、表６－１に定める他の区

分の依頼を実施する場合は、各区分の単位当たりとする。 

 

 

５ 建物等の法令適合性の調査及び算定 

建物の法令適合性の調査を行う対象法令を建築基準法第 35条（特殊

建築物等の避難及び消火に関する技術的基準）、第 61 条（防火地域及

び準防火地域内の建築物）とし、必要に応じ施設改善費用に係る運用

益損失額の算定を行うもので、その区分は、表６－１６  によるも

のとし、各区分の直接人件費の積算は、表６－１７  により行うも

のとする。 

表６－１６  （略） 

表６－１７  （略） 

６ 工作物の調査 

（１）機械設備 

（略） 

イ 機械設備の区分 

機械設備の調査及び算定を行う場合は、表６－１８  の区分に

よるものとする。 

表６－１８  （略） 

ロ 機械設備の調査及び算定 

機械設備の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表６

－１９  により行うものとする。ただし、第８の予備調査を行っ

ているものについては、歩掛（調査外業、調査内業(図面等)）を 70

パーセントに補正するものとする。 

なお、直接人件費の積算に当たっては、次の事項に留意して行う

ものとする。 

（ⅰ）（略） 

（ⅱ）（略） 

 

 

 

 

                                 

     

                                  

                           

 

 

５ 建物等の法令適合性の調査及び算定 

建物の法令適合性の調査を行う対象法令を建築基準法第 35条（特殊

建築物等の避難及び消火に関する技術的基準）、第 61 条（防火地域及び

準防火地域内の建築物）とし、必要に応じ施設改善費用に係る運用益損

失額の算定を行うもので、その区分は、表６－  １４によるものと

し、各区分の直接人件費の積算は、表６－  １５により行うものとす

る。 

表６－  １４（略） 

表６－  １５（略） 

６ 工作物の調査 

（１）機械設備 

（略） 

イ 機械設備の区分 

機械設備の調査及び算定を行う場合は、表６－  １６の区分に

よるものとする。 

表６－  １６（略） 

ロ 機械設備の調査及び算定 

機械設備の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表６

－  １７により行うものとする。ただし、第８の予備調査を行って

いるものについては、歩掛（調査外業、調査内業(図面等)）を 70 パ

ーセントに補正するものとする。 

なお、直接人件費の積算に当たっては、次の事項に留意して行うも

のとする。 

（ⅰ）（略） 

（ⅱ）（略） 

 

 

 

 



表６－１９  _ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－２０  の補正率

表を適用するものとする。 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、石綿要領第６条に規定する分析調査を専門機関へ依頼するため

に必要な直接人件費の積算は、表６－１４によって行うものとし、

石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定するに当

たり、専門業者から見積徴収するのに必要な直接人件費の積算は、

表６－１５によって行うものとする。              

                               

     

                              

          

                              

                 

表６－２０  （略） 

ハ 機械設備の見積 

機械設備の見積とは、機器等購入費等を算定するに当たり専門的

な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難

と認められる機器等についての見積の徴収に必要な費用とし、これ

に要する直接人件費の積算は、表６－２１  によって行うものと

する。 

表６－２１  （略） 

（２）生産設備 

（略） 

 

 

 

表６－  １７ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－  １８の補正率

表を適用するものとする。 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の作

成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただし、                                 

                               

                               

                               

                               

                 以下については本歩掛に含ま

れないことから、必要に応じて、別途見積等を徴取して対応するもの

とする。 

・石綿要領第６条に規定する分析調査費用に関する専門機関から

の見積に要する費用 

・石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する

際の専門業者からの見積に要する費用 

表６－  １８（略） 

ハ 機械設備の見積 

機械設備の見積とは、機器等購入費等を算定するに当たり専門的

な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と

認められる機器等についての見積の徴収に必要な費用とし、これに

要する直接人件費の積算は、表６－  １９によって行うものとす

る。 

表６－  １９（略） 

（２）生産設備 

（略） 

 

 

 

（略） （略） 



イ 生産設備の区分 

生産設備の調査及び算定を行う場合は、表６－２２  の区分に

よるものとする。 

表６－２２  （略） 

ロ 生産設備の調査及び算定 

生産設備の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表６

－２３  により行うものとする。ただし、第８の予備調査を行っ

ているものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を 70 パ

ーセントに補正するものとする。なお、生産設備ＡからＣまでの設

備区域内に生産設備Ｄが存する場合には、生産設備Ｄは計上しない

ものとする。 

表６－２３  _ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－２４  の補正率

表を適用するものとする。 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、石綿要領第６条に規定する分析調査を専門機関へ依頼するため

に必要な直接人件費の積算は、表６－１４によって行うものとし、

石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定するに当

たり、専門業者から見積徴収するのに必要な直接人件費の積算は、

表６－１５によって行うものとする。              

                               

      

                              

          

                              

                 

表６－２４  （略） 

 

イ 生産設備の区分 

生産設備の調査及び算定を行う場合は、表６－  ２０の区分に

よるものとする。 

表６－  ２０（略） 

ロ 生産設備の調査及び算定 

生産設備の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表６

－  ２１により行うものとする。ただし、第８の予備調査を行って

いるものについては、歩掛(調査外業、調査内業(図面等))を 70 パー

セントに補正するものとする。なお、生産設備ＡからＣまでの設備区

域内に生産設備Ｄが存する場合には、生産設備Ｄは計上しないもの

とする。 

表６－  ２１ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－  ２２の補正率

表を適用するものとする。 

注２ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の作

成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただし、 

                                

                                

                                

                                

                        以下については本歩掛に含ま

れないことから、必要に応じて、別途見積等を徴取して対応するもの

とする。 

・石綿要領第６条に規定する分析調査費用に関する専門機関から

の見積に要する費用 

・石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する

際の専門業者からの見積に要する費用 

表６－  ２２（略） 

 

（略） （略） 



ハ 生産設備の見積 

生産設備の見積とは、設備等購入費等を算定するに当たり専門的

な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難

と認められる設備等についての見積の徴収に必要な費用とし、これ

に要する直接人件費の積算は、表６－２５  によって行うものと

する。 

表６－２５  （略） 

（３）附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。） 

（略） 

イ 附帯工作物の区分 

附帯工作物の調査及び算定を行う場合は、表６－２６  による

ものとする。 

表６－２６  （略） 

ロ 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 

附帯工作物の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表

６－２７  により行うものとする。ただし、第８予備調査を行っ

ているものについては、歩掛（調査外業、調査内業(図面等)）を 70

パーセントに補正するものとする。 

表６－２７  _    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

         

         

         

注１ （略） 

注２ 工場等の敷地で本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－２

８  の補正率表を適用するものとする。 

注３ （略） 

注４ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ

し、石綿要領第６条に規定する分析調査を専門機関へ依頼するため

ハ 生産設備の見積 

生産設備の見積とは、設備等購入費等を算定するに当たり専門的

な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と

認められる設備等についての見積の徴収に必要な費用とし、これに

要する直接人件費の積算は、表６－  ２３によって行うものとす

る。 

表６－  ２３（略） 

（３）附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。） 

（略） 

イ 附帯工作物の区分 

附帯工作物の調査及び算定を行う場合は、表６－  ２４による

ものとする。 

表６－  ２４（略） 

ロ 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 

附帯工作物の調査及び算定の区分ごとの直接人件費の積算は、表

６－  ２５により行うものとする。ただし、第８予備調査を行って

いるものについては、歩掛（調査外業、調査内業(図面等)）を 70 パ

ーセントに補正するものとする。 

表６－  ２５    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

         

         

         

注１ （略） 

注２ 工場等の敷地で本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－  

 ２６の補正率表を適用するものとする。 

注３ （略） 

注４ 本表は、石綿要領第３条に規定する石綿調査（調査表及び図面の 

作成を含む。ただし、分析調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただ 

し、                              

（略） （略） 



に必要な直接人件費の積算は、表６－１４によって行うものとし、

石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定するに当

たり、専門業者から見積徴収するのに必要な直接人件費の積算は、

表６－１５によって行うものとする。                  

                                 

   

             

                           

                               

                 

表６－２８  （略） 

ハ 独立工作物の見積 

独立工作物の見積とは、専門業者等でなければ算定が困難と認め

られる独立工作物についての見積の徴収に必要な費用とし、これに

要する直接人件費の積算は、表６－２９  によって行うものとす

る。 

表６－２９  （略） 

（４）立竹木の調査及び算定 

立竹木の調査及び算定は、表６－３０  の区分によって行うも

のとし、各区分の直接人件費の積算は、表６－３１  により行う

ものとする。この場合の直接人件費は次式によるものとする。 

直接人件費 ＝ 単位当たり直接人件費 ×
調査対象面積

1,000
 

ただし、表６－３０  の区分欄の庭木等に掲げるものについて

は、（３）附帯工作物に含めて調査するものとする。 

表６－３０  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

                                 

               以下については本歩掛に含まれない

ことから、必要に応じて、別途見積等を徴取して対応するものとす

る。 

・石綿要領第６条に規定する分析調査費用に関する専門機関から

の見積に要する費用 

・石綿要領第７条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する

際の専門業者からの見積に要する費用 

表６－  ２６（略） 

ハ 独立工作物の見積 

独立工作物の見積とは、専門業者等でなければ算定が困難と認め

られる独立工作物についての見積の徴収に必要な費用とし、これに

要する直接人件費の積算は、表６－  ２７によって行うものとす

る。 

表６－  ２７（略） 

（４）立竹木の調査及び算定 

立竹木の調査及び算定は、表６－  ２８の区分によって行うも

のとし、各区分の直接人件費の積算は、表６－  ２９により行う 

ものとする。この場合の直接人件費は次式によるものとする。 

直接人件費 ＝ 単位当たり直接人件費 ×
調査対象面積

1,000
 

ただし、表６－  ２８の区分欄の庭木等に掲げるものについて

は、（３）附帯工作物に含めて調査するものとする。 

表６－  ２８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表６－３１  _    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

         

         

注 調査区域の地形等によって表６－３２  の補正を行うものとす

る。 

表６－３２  （略） 

（５）庭園の調査及び算定 

庭園とは、立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されてお

り、総合的美的景観が形成されているものをいい、その区分は表６

－３３  によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表６－

３４  により行うものとする。 

表６－３３  （略） 

表６－３４   _ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－３５  の補正率

表を適用するものとする。 

注２ （略） 

表６－３５  （略） 

 

 

 

 

 

 

表６－  ２９    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

         

         

注 調査区域の地形等によって表６－  ３０の補正を行うものとす

る。 

表６－  ３０（略） 

（５）庭園の調査及び算定 

庭園とは、立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されてお

り、総合的美的景観が形成されているものをいい、その区分は表６ 

－  ３１によるものとし、各区分の直接人件費の積算は、表６－ 

  ３２により行うものとする。 

表６－  ３１（略） 

表６－  ３２ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、表６－  ３３の補正率

表を適用するものとする。 

注２ （略） 

表６－  ３３（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 



（６）墳墓等の調査及び算定 

墳墓等とは、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこ

れと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は

焼骨を埋蔵する施設であって、これに付随する工作物及び立竹木を

含むものをいい、その区分は表６－３６  によるものとし、各区

分の単位当たり直接人件費の積算は、表６－３７  により行うも

のとする。 

この場合の直接人件費は、次式によるものとする。 

直接人件費 ＝ 単位当たり直接人件費 × 
調査対象面積

１０
 

表６－３６  （略） 

表６－３７  （略） 

（７）墓地管理者等の調査 

墓地管理者等の調査には、墓地管理者、墓地使用（祭祀）者及び

過去帳の調査を含むものとし、これに要する直接人件費の積算は、

表６－３８  により行うものとする。 

表６－３８  （略） 

 

７ 建物等の残地移転要件の該当性の検討 

工場、店舗、営業所、ドライブイン、コンビニエンスストア、パチン

コ店、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場等の大規模なもの（以下、第

９までにおいて「大規模工場等」という。）以外の建物等の残地移転要

件の該当性の検討に必要となる、現況の敷地における建物等の位置関

係、敷地利用の状況等の詳細な現地調査及び権利者等からの聞き取り

調査を行ったうえで、残地が通常妥当と認められる移転先であるかの

検討を行い、有形的・機能的・法制的に有効な移転先想定配置図及び

有形的・機能的・法制的に検討を行った資料（検討概要書）を作成す

る（大規模工場等で第９移転工法案の検討に該当するものを除く。）も

のであり、これに要する直接人件費の積算は、表６－３９  により

行うものとする。 

表６－３９  （略） 

 

 

 

 

（６）墳墓等の調査及び算定 

墳墓等とは、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこ

れと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は

焼骨を埋蔵する施設であって、これに付随する工作物及び立竹木を

含むものをいい、その区分は表６－  ３４によるものとし、各区分

の単位当たり直接人件費の積算は、表６－  ３５により行うもの

とする。 

この場合の直接人件費は、次式によるものとする。 

直接人件費 ＝ 単位当たり直接人件費 × 
調査対象面積

１０
 

表６－  ３４（略） 

表６－  ３５（略） 

（７）墓地管理者等の調査 

墓地管理者等の調査には、墓地管理者、墓地使用（祭祀）者及び 

過去帳の調査を含むものとし、これに要する直接人件費の積算は、 

表６－  ３６により行うものとする。 

表６－  ３６（略） 

 

７ 建物等の残地移転要件の該当性の検討 

工場、店舗、営業所、ドライブイン、コンビニエンスストア、パチン

コ店、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場等の大規模なもの（以下、第９

までにおいて「大規模工場等」という。）以外の建物等の残地移転要件

の該当性の検討に必要となる、現況の敷地における建物等の位置関係、

敷地利用の状況等の詳細な現地調査及び権利者等からの聞き取り調査

を行ったうえで、残地が通常妥当と認められる移転先であるかの検討

を行い、有形的・機能的・法制的に有効な移転先想定配置図及び有形的・

機能的・法制的に検討を行った資料（検討概要書）を作成する（大規模

工場等で第９移転工法案の検討に該当するものを除く。）ものであり、

これに要する直接人件費の積算は、表６－  ３７により行うものと

する。 

表６－  ３７（略） 

 

 

 

 



８ 照応建物の設計案の作成等 

（略） 

（１）建物計画案の策定 

照応建物の推定建築費の積算に必要な建物計画案を策定するもの

であり、これに要する直接人件費の積算は表６－４０  により行

うものとする。 

 

表６－４０  _    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注 概算額による照応建物の推定建築費の積算を必要としない場合の照

応建物の詳細設計（照応建物の補償額算定）を行う場合においても、

表６－４０  を適用するものとする。 

 

（２）照応建物の設計案の作成 

概算額による照応建物の推定建築費の積算に要する直接人件費の

積算は、表６－４１  により行うものとする。 

なお、照応建物によることが妥当と判断された場合における照応

建物の詳細設計（照応建物の補償額算定）は、第６建物等の調査 ４

建物の調査の内業（図面等）及び算定により行うものとする。 

ただし、当該照応建物の詳細設計が、用途の異なる複数棟の建物

の集約化（立体化を含む）することにより構造が複雑となる場合な

どは、第９移転工法案の検討 ７ 照応建物の詳細設計等を適用で

きるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 照応建物の設計案の作成等 

（略） 

（１）建物計画案の策定 

照応建物の推定建築費の積算に必要な建物計画案を策定するもの

であり、これに要する直接人件費の積算は表６－  ３８により行

うものとする。 

 

表６－  ３８    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注 概算額による照応建物の推定建築費の積算を必要としない場合の照

応建物の詳細設計（照応建物の補償額算定）を行う場合においても、表

６－  ３８を適用するものとする。 

 

（２）照応建物の設計案の作成 

概算額による照応建物の推定建築費の積算に要する直接人件費の

積算は、表６－  ３９により行うものとする。 

なお、照応建物によることが妥当と判断された場合における照応

建物の詳細設計（照応建物の補償額算定）は、第６建物等の調査 ４

建物の調査の内業（図面等）及び算定により行うものとする。 

ただし、当該照応建物の詳細設計が、用途の異なる複数棟の建物の

集約化（立体化を含む）することにより構造が複雑となる場合など

は、第９移転工法案の検討  ６照応建物の詳細設計等を適用でき

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 



 

表６－４１  _    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注 （略） 

 

 

第７及び第８ （略） 

 

 

第９ 移転工法案の検討 

（略） 

１～７ （略） 

８ 機械設備設計 

（略） 

表９－１３ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ 本表の区分は表６－１８  のとおりとする。 

注２ （略） 

注３ （略） 

注４ 本表の歩掛は、表６－１９  の調査内業（図面等）及び算定の

合計の人員である。 

 

 

 

 

 

表６－  ３９    

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注 （略） 

 

 

第７及び第８ （略） 

 

 

第９ 移転工法案の検討 

（略） 

１～７ （略） 

８ 機械設備設計 

（略） 

表９－１３ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

         

         

         

注１ 本表の区分は表６－  １６のとおりとする。 

注２ （略） 

注３ （略） 

注４ 本表の歩掛は、表６－  １７の調査内業（図面等）及び算定の合

計の人員である。 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 



 

表９－１４ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注１ （略） 

注２ （略） 

注３ （略） 

注４ 本表は、表６－２１  を再掲したものである。 

 

表９－１５ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注１ （略） 

注２ （略） 

注３ （略） 

注４ 本表は、表６－２５  を再掲したものである。 

 

（５） （略） 

 

 

第１０ 再算定業務 

（略） 

１及び２ （略） 

３ 再算定業務（再調査不要） 

再算定業務（再調査不要）は、原則として、補償額の算定方法の変

更を行うことなく（ただし、基準、運用方針、調査算定要領等の改正

に伴って、補償額の算定方法等に変更が生じたときは、これらの変更

を含む。）、当該年度の単価に修正して補償額の再算定を行うものとし、

 

表９－１４ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注１ （略） 

注２ （略） 

注３ （略） 

注４ 本表は、表６－  １９を再掲したものである。 

 

表９－１５ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 備考 
調査 図面等 算定 

         

注１ （略） 

注２ （略） 

注３ （略） 

注４ 本表は、表６－  ２３を再掲したものである。 

 

（５） （略） 

 

 

第１０ 再算定業務 

（略） 

１及び２ （略） 

３ 再算定業務（再調査不要） 

再算定業務（再調査不要）は、原則として、補償額の算定方法の変更

を行うことなく（ただし、基準、運用方針、調査算定要領等の改正に伴

って、補償額の算定方法等に変更が生じたときは、これらの変更を含

む。）、当該年度の単価に修正して補償額の再算定を行うものとし、これ

（略） （略） 

（略） （略） 



これに要する直接人件費の積算は、各業務区分の歩掛りのうち、「内業

（算定）」により行うものとする。 

ただし、見積徴収（部材等の見積を除く）により再算定を行う場合

は、表６－１３、表６－１５、表６－２１  、表６－２５  及び

表６－２９  の「外業（調査）」と「内業（図面等・算定）」により行

うものとする。 

なお、営業補償の再算定業務については、原則として、「４再調査業

務」（６）及び（７）により行うものとする。 

 

４ （略） 

 

第１１及び第１２ （略） 

 

 

 

第１３ 消費税等調査 

（略） 

１ （略） 

２ 消費税等調査 

（１）営業調査を伴わない事業者            表１３－１ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 
備

考 調査 図面等 算定 

消費

税等

調査 

事業者 － 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0.16  

0.16  

0.09 

0.13 

－ 

－ 

0.25 人 

0.29 人 
 

 

（２）営業調査を伴う事業者（営業補償対象者）     表１３－２ 

区分 単位 規模 職種 
外業 内業 

計 
備

考 調査 図面等 算定 

消費

税等

調査 

事業者 － 
技師Ａ 

技師Ｂ 
0.08  

0.08  

0.09 

0.13 

－ 

－ 

0.17 人 

0.21 人 
 

 

第１４～第１７ （略） 

 

に要する直接人件費の積算は、各業務区分の歩掛りのうち、「内業（算

定）」により行うものとする。 

ただし、見積徴収（部材等の見積を除く）により再算定を行う場合 

は、表６－１３、      表６－  １９、表６－  ２３及び 

表６－  ２７の「外業（調査）」と「内業（図面等・算定）」により行

うものとする。 

なお、営業補償の再算定業務については、原則として、「４再調査業

務」（６）及び（７）により行うものとする。 

 

４ （略） 

 

第１１及び第１２ （略） 

 

 

 

第１３ 消費税等調査 

（略） 

１ （略） 

２ 消費税等調査 

（１）営業調査を伴わない事業者            表１３－１ 

区分 単位 
規

模 
職種 

外業 内業 
計 

備

考 調査 図面等 算定 

消費

税等

調査 

事業者 － 
技師Ａ 

技師Ｂ 

0. 15 

0. 15 

0.09 

0.13 

－ 

－ 

0. 24 人 

0. 28 人 
 

 

（２）営業調査を伴う事業者（営業補償対象者）     表１３－２ 

区分 単位 
規

模 
職種 

外業 内業 
計 

備

考 調査 図面等 算定 

消費

税等

調査 

事業者 － 
技師Ａ 

技師Ｂ 
0. 06 

0. 06 

0.09 

0.13 

－ 

－ 

0. 15 人 

0. 19 人 
 

 

第１４～第１７ （略） 

 



 

別表 

設計数量表示単位一覧表 

区分 種別 細別 単位 数位 備考 

共通 

 

 

     

権利調査 

 

 

     

建物等の

調査 

打合せ協

議 

中間打合

せ 

回 1  

 現物踏査  業務 1  

 木造建物  棟 1  

 木造特殊

建物 

 棟 1  

 非木造建

物 

 棟 1  

 建物 見積 棟 1  

 石綿分析

調査の依

頼 

 回 1  

 石綿除去

処分 

見積 回 1  

 建物等の

法令適合

性の調査 

 棟 1  

      

      

 

 

 

別表 

設計数量表示単位一覧表 

区分 種別 細別 単位 数位 備考 

共通 

 

 

     

権利調査 

 

 

     

建物等の

調査 

打合せ協

議 

中間打合

せ 

回 1  

 現物踏査  業務 1  

 木造建物  棟 1  

 木造特殊

建物 

 棟 1  

 非木造建

物 

 棟 1  

 建物 見積 棟 1  

      

     

  

      

      

   

        

 建物等の

法令適合

性の調査 

 棟 1  

      

      

 

 

 

（略） 

以下（略） 

（略） 

以下（略） 


